
料金 

（１）利用料金 

①基本利用料 

時間延長でのご利用は２１時までとします。営業時間を延長してのご利用時の 

送迎はできません。（送迎時における居宅内介護はサービス提供時間に含めます） 

 
② 

 
中山間地区等に居住する者へのサービス提供加算 

 通常規定に定めている通常の事業実施地域を超えて居住する方にサービスを提供する

場合、所定単位数の 5％を加算します。 
③ 入浴加算 ５０単位 / 回 
④ 口腔機能向上加算 １５０単位 / 回 （限度：月 2 回） 
⑤ 個別機能訓練加算 Ⅰ ４６単位 / 日 （月曜～金曜） 
⑥ 個別機能訓練加算 Ⅱ ５６単位 / 回 （月曜～土曜）但し必要に応じて

⑦ サービス提供体制強化加算 Ⅰ １２単位 / 日 
⑧ 中重度者ケア体制加算 ４５単位 / 日 
⑨ 認知症加算 ６０単位 / 日 
⑩ 介護職員処遇改善加算 Ⅰ  所定単位数の５．９％加算 
⑪ 地域区分上乗せ割合 （７級地 福井市を使用） 加算率 １.４％ 
⑫ 送迎を行わない場合の減算    －４７単位／片道 

＊自己負担額は、合計単位×１０.１４円の介護保険負担割合証の定められた割合に

応じた金額になります。 

⑩ 食 費 

    昼  食       ５５０円（全額自己負担となります。おやつ代含む。） 

              （朝食 ４００円・夕食 ５５０円） 

⑪その他 

   紙おむつ      １枚当たり １００円              

   紙パンツ      １枚当たり  ８５円  

  尿パッド      １枚当たり  １５円 

 １割負担  ２割負担  

要介護度 1 ６５６単位 / 日 １３１２単位 / 日

7 時間～9時間の場合 

要介護度 2 ７７５単位 / 日 １５５０単位 / 日

要介護度 3 ８９８単位 / 日 １７９６単位 / 日

要介護度 4 １０２１単位 / 日 ２０４２単位 / 日

要介護度 5 １１４４単位 / 日 ２２８８単位 / 日

介護度に関

わらず 

５０単位 / 日 １００単位 / 日 延長加算（9時間以上～10 時間未満） 

１００単位 / 日 ２００単位 / 日 延長加算（10 時間以上～11 時間未満） 

１５０単位 / 日 ３００単位 / 日 延長加算（11 時間以上～12 時間未満） 

 
 



 ビニールケース   １つ    １０８円  

 歯ブラシ      １本    １００円  

 散髪             １５００円  

 顔剃り             ５００円 

 かみそり 1 本          １００円 

 医療材料           実 費 

上記については実費をいただきます。レクリェーションにかかる経費等は 

自己負担となることもあります。また延長ご利用で夕食を利用されたとき

は夕食費（５５０円）をいただきます。 

   

( 2 ) 支払い方法 

   毎月１０日までに、前月分を請求させていただきます。２０日までに指定の銀行口

座より引き落としさせていただきます。契約時に口座自動引き落としの手続きをお

願いします。なお、口座振替手数料１０８円の負担をお願いいたします。領収書は

翌月発行致します。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金

が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は一旦≪重要事項説明書≫

４－（１）に定める１日あたりの利用料金を頂き、サービス提供証明書を発行いた

します。サービス提供証明書を後日福井市介護保険課の窓口に提出しますと、所定

の手続き後に差額の払い戻しを受けることができます。 

 

 

（３）利用料金の変更 

    上記の各利用料については、国の基準等の改正、その他社会情勢の変動に伴って 

変更することがあります。 


